
仕  様  書

東大阪市下水道部  

第 １ 章  総   則 

１．業務の目的  

本委託業務（以下業務という。）は、本仕様書にもとづいて、委託要領に  

示す事柄を行うことを目的とする。  

２．仕様書の適要  

業務は本仕様書に従い施行しなければならない。  

３．費用の負担  

業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、  

原則として受託者の負担とする。  

４．法令等の遵守  

受 託者は、業務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。  

５．中立性の保持  

受託者は、常に中立性を保持するよう努めなければならない。  

６．秘密の保持  

受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。  

７．提出書類  

（ １）  受 託者は、業務の着手及び完了にあたって、東大阪市上下水道局下

水道契約規程に定めるもののほか下記の書類を提出しなければならな

い。  

（イ）着手届（ロ）工程表（ハ）完了届（ニ）納品書  

（ホ）業務委託料請求書  



なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承認を  

受けるものとする。  

８．成果品  

 （１）   受託者において、十分に精査したものを提出しなければならない。  

（２） 受託者は、業務完了時に本市下水道部の成果品審査をうけなければ

ならない。  

（３） 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、直ちに訂正しな  

ければならない。  

（４） 業務完了後において、明らかに受託者の責任に伴う業務のかしが発  

見された場合、受託者は直ちに、当該業務の修正を行わなければなら  

ない。  

９．引渡し  

成果品の審査に合格後、本仕様書に指定された提出図書一式を納品し、本市  

下水道部の検査員の検査をもって、業務の完了とする。  

１０．擬義の解釈  

本仕様書に定める事項について、擬義が生じた場合、又は、本仕様書に定め  

のない場合は、本市下水道部業務担当者・受託者協議の上、これを定める。  

第 ２ 章  委 託 要 領 

（１）  委託内容  建設資材価格調査業務  

（２）  調査対象  別紙一覧表のとおり  

第 ３ 章  提 出 図 書 

（１）  提出図書  報告書１式（電子データもあわせて提出すること）  


